
市では、身体機能や認知機能の低下などの理由により運転に自

信がなくなった方などが自主的に免許証を返納することができ

る「運転免許証の自主返納制度」を多くの方に利用して頂ける

よう、自主返納した市民の方に対し、バス回数券又はタクシー

券を交付します。 

運転に自信がなくなったら運転免許証の自主返納を考えてみませんか 

（国際興業バス一般路線） 

バス回数券 

7,700円分 
対象 

自主返納時に65歳以上であり、市内在住の方 

※自主返納した日から１年以内に申請する必要があります。 

必要な物 

①取消通知書（複写） 

②身分証明書（運転経歴書・マイナンバーカードなど） 

③申請書（ホームページ・窓口にて配布） 

（※現行、普通車初乗り500円） 

タクシー券 

初乗り14回分 
または 



取消通知書（見本） 

取消通知書（複写）と身分証明書を持

参いただき、窓口にて申請書をご記入

ください。 

（申請書の中にバス回数券とタクシー

券を選択する項目があります） 

申請手順 

申請書類等の内容を確認後、その場で

お渡しします。 

 お問い合わせ 

蕨市役所 安全安心課 自治安全係 048-430-7834 

蕨市役所へのアクセス方法 ぷらっとわらび最寄り停留所  

西ルート（市役所先回り）⑧ 「蕨市役所・歴史民俗資料館」  

西ルート（市立体育館先回り）㉙、南ルート㉖、東ルート㉓ 「蕨市役所」 

・令和２年４月１日以前に返納した場合は対象となりますか。 

→この事業は令和２年４月１日以降に返納した方が対象となります。また、返納から１年以内に申請する必要があります。 

埼玉県警察で実施しているシルバーサポーター制度はご利用いただけますので、詳細については埼玉県警察（048-832-0110）

へお問い合わせください。 

 

・タクシー券はどこでも使用できますか。また、有効期限はありますか。 

→市内を走る多くのタクシーで使用可能と思われますが、念のため、乗車の際には、乗務員へご確認ください。また、タク

シー券はお渡しした日から翌年度末までが有効期限となります。バス回数券には有効期限はございません。 


